
様式第１号（第５の１の⑴関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 巡回連絡カードに関するファイル 

行政機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

別紙記載のとおり 

個人情報ファイルの利用目的 
犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確

保するため 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所・電話番号、５職業、

６緊急時の連絡先 

記録範囲 
・巡回連絡を実施した世帯の世帯主、家族及び緊急時の連絡先 

・巡回連絡を実施した事業所の代表者及びその緊急時の連絡先 

記録情報の収集方法 巡回連絡 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

     及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 

― 

 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

条例要配慮個人情報の規定なし 

備   考  

 



別紙
警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名 警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名

深 江 京 町
森 元 町 駅

岡 本 元 町 通
⽥ 中 デ ュ オ こ う べ
⻘ ⽊ 駅 前 ハ ー バ ー ラ ン ド

⿂ 崎 平 野
Ｊ Ｒ 住 吉 駅 前 荒 ⽥
呉 ⽥ 福 原
⽯ 屋 川 湊 川
沢 ノ 井 新 開 地
阪急御影駅前 熊 野

鴨 ⼦ ケ 原 菊 ⽔ ⻄
六甲アイランド ⽫ 池
⾼ ⽻ ⼤ 開
徳 井 兵 庫 駅 前
篠 原 北 町 七 宮
鶴 甲 中 之 島
⼋ 幡 明 親
六 甲 御 崎 公 園
⽔ 道 筋 丸 ⼭
⾚ 坂 名 倉
王 ⼦ 公 園 寺 池
桜 ⼝ ⻑ ⽥
琵 琶 町 上 池 ⽥
⼤ ⽯ ⻑ ⽥ 東
⻄ 灘 御 蔵
六 甲 ⼭ 上 湊 川 ⼤ 橋
宮 本 ⼤ ⾕
中 尾 前 平 和 台
熊 内 新 ⻑ ⽥ 駅 前
割 塚 ⽔ 笠
Ｈ Ａ Ｔ 神 ⼾ 久 保
春 ⽇ 野 野 ⽥
⼆ 宮 板 宿
三 宮 セ ン タ ー 千 歳
⼩ 野 柄 若 ⽊
⼀ 宮 東 須 磨
北 野 若 宮
諏 訪 ⼭ ⾼ 倉 台
下 ⼭ ⼿ 須 磨 寺
⼤ 倉 ⼭ 須 磨 駅 前
⽣ ⽥ 前 ⽩ 川 台

交 番須 磨

東 灘 交 番

灘 交 番

葺 合 交 番

交 番⽣ ⽥

交 番⻑ ⽥

⽣ ⽥ 交 番

交 番兵 庫



警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名 警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名
妙 法 寺 五 葉
横 尾 星 和 台
菅 の 台 ひ よ ど り 台
名 ⾕ 中 央 鈴 蘭 台
多 井 畑 北 鈴 蘭 台
塩 屋 広 陵
⻘ ⼭ 台 ⾕ 上 駅 前
平 尾 ⽇ の 峰
⾼ 丸 駐 在 所 ⼭ ⽥ 中
上 ⾼ 丸 有 ⾺
垂 ⽔ 駅 前 唐 櫃
名 ⾕ ⼤ 池
桃 ⼭ 台 有 野
霞 ヶ 丘 有 野 台
北 舞 ⼦ ⻑ 尾
舞 ⼦ 駅 前 ⼆ 郎
⻄ 舞 ⼦ 道 場
明 舞 ⽣ 野
多 聞 上 ⼩ 名 ⽥
新 多 聞 上 ⼋ 多
新 港 ⼤ 沢
ポートアイランド 野 瀬
中 突 堤 淡 河
上 池 業 平 橋
枝 吉 宮 川
出 合 芦 屋 駅 前
⽟ 津 岩 園
春 ⽇ 台 ⼭ 芦 屋
古 郷 浜 芦 屋
神 出 打 出

栄 ⾼ 浜
富 ⼠ ⾒ が 丘 駐 在 所 六 麓 荘
櫨 ⾕ 札 場 筋
狩 場 台 ⻄ 宮 浜
⽵ の 台 川 添
有 瀬 市 庭
伊 川 ⾕ 夙 川 駅 前
井 吹 台 越 ⽊ 岩
学 園 駅 前 苦 楽 園
⻄ ⼾ ⽥ 甲 陽 園
岩 岡 寿
⾼ 和 ⻘ ⽊

芦 屋
交 番

駐 在 所

駐 在 所

神⼾⽔上 交 番

垂 ⽔ 交 番

須 磨 交 番

⻄ 宮 交 番

交 番

神 ⼾ ⻄

交 番

神 ⼾ 北
交 番

有 ⾺



警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名 警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名
芦 原 潮 江
⻄ 宮 駅 前 神 崎
今 津 駅 前 下 坂 部
社 前 ⻄ ⻑ 洲
⻄ 宮 中 央 上 坂 部
北 ⼝ ⻄ ⾷ 満
⼆ ⾒ 園 ⽥
上 之 町 競 ⾺ 場 前
⾨ ⼾ モ ス リ ン 橋
甲 武 橋 阪急塚⼝駅前
甲 東 園 塚 ⼝ 東
上 ヶ 原 塚 ⼝ ⻄
⽣ 瀬 ⽣ 島
名 塩 塚 ⼝ 北
⼭ ⼝ 武 庫 之 荘
上 甲 ⼦ 園 南 武 庫 之 荘
浦 ⾵ ⻄ 昆 陽
⼩ 松 ⻄ 武 庫
本 郷 尾 浜
上 ⽥ ⽴ 花 駅 前
⾼ 須 阪 急 駅 前
枝 川 南 本 町
中 津 新 伊 丹
⻄ 難 波 稲 野
東 難 波 野 間
昭 和 通 伊 丹 駅 前
⽵ ⾕ 神 津
出 屋 敷 北 村
⼤ 物 緑 ケ 丘
御 茶 屋 橋 昆 陽
中 央 昆 陽 ノ ⾥
⼤ 島 中 野
七 松 荒 牧
稲 葉 荘 中 央
⼤ 庄 ⼩ 花
元 浜 久 代
セ ン タ ー プ ー ル 前 ⽇ の 出
⻑ 洲 加 茂
稲 川 橋 多 ⽥ ⻄
杭 瀬 多 ⽥ 東
常 光 寺 清 和 台
尼 崎 駅 前 緑 台

尼 崎 南

川 ⻄ 交 番

尼 崎 北 交 番

甲 ⼦ 園 交 番

伊 丹 交 番

交 番

尼 崎 東 交 番

尼 崎 東 交 番

交 番⻄ 宮



警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名 警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名
⼤ 和 河 内
⼭ 下 ⼤ ⼭
⽇ ⽣ 中 央 杉
猪名川パークタウン 城 南

駐 在 所 ⽊ 津 古 市
宝 塚 南 ⼝ 今 ⽥
宝 塚 駅 前 交 番 柏 原 駅 前
逆 瀬 川 下 滝
⻄ ⼭ 池 ⾕
武 庫 川 ⾕ 川
⼩ 浜 ⼩ 川
安 倉 和 ⽥
⼭ 本 富 ⽥
⼩ 林 ⽯ ⽣
仁 川 ⾕ 村
清 荒 神 氷 上
中 ⼭ 台 成 松
つ つ じ ガ 丘 上 新 庄

駐 在 所 ⼤ 原 野 ⾹ 良
三 ⽥ 南 沼
フラワータウン ⽥ 井 縄
南 ウ ッ デ ィ タ ウ ン 佐 治
ウッディタウン中央 ⼭ 垣
三 ⽥ 駅 前 ⽯ 才
あ い の ⾥ ⿊ 井
広 野 国 領
加 茂 松 森
上 ⾼ 平 多 利
下 ⾼ 平 酒 梨
志 ⼿ 原 上 牧
⼩ 野 市 島
四 ツ 辻 上 ⽵ ⽥
篠 ⼭ 中 ⽵ ⽥
篠 ⼭ ⼝ 駅 前 明 ⽯ 駅 前

畑 本 町
雲 部 ⼤ 蔵
⽇ 置 朝 霧 町
後 川 明 舞
⼤ 芋 ⻄ 新 町
村 雲 ⼩ 久 保
福 住 ⻄ 明 ⽯
草 ⼭ 林 崎

三 ⽥

交 番

駐 在 所

駐 在 所篠 ⼭
交 番

川 ⻄

丹 波
駐 在 所

交 番

宝 塚
交 番

交 番明 ⽯
篠 ⼭

駐 在 所



警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名 警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名
藤 江 中 野
⼤ 久 保 南 富 合
⼤ 久 保 宇 仁
⾼ 丘 ⽇ 吉
⼋ ⽊ ⻄ 在 ⽥
江 井 島 上 野
⿂ 住 鴨 ⾕
東 ⼆ ⾒ ⻄ 脇 中 央
⻄ ⼆ ⾒ 野 村
本 町 ⽇ 野
⼤ 塚 中 町
緑 が 丘 津 万
別 所 ⽐ 延
吉 川 喜 多
⾃ 由 が 丘 ⽯ 原
細 川 芳 ⽥
⼝ 吉 川 貴 船
前 ⽥ ⼤ 和
御 坂 松 井 庄
吉 ⽥ 杉 原 ⾕
⼩ 野 駅 前 加 古 川 駅 前
市 場 平 津
河 合 神 吉
粟 ⽣ 鳩 ⾥
下 来 住 野 ⼝
⼩ ⽥ 県 農 前
菅 ⽥ 東 加 古 川

社 ⼟ ⼭
滝 野 稲 美
福 ⽥ 稲 美 東
上 久 ⽶ 尾 上
三 草 別 府
⾼ 岡 本 荘
天 神 野 添
秋 津 新 神 野
吉 井 ⽇ 岡

交 番 北 条 神 野
富 ⽥ ⼋ 幡
賀 茂 両 荘
⼤ 村 志 ⽅
三 ⼝ 駐 在 所 志 ⽅ 東
網 引

⼩ 野

(27.11.2)

交 番

駐 在 所

三 ⽊

交 番

駐 在 所

交 番
加 古 川

駐 在 所

駐 在 所加 ⻄
交 番明 ⽯

加 東

交 番

駐 在 所

⻄ 脇

交 番

駐 在 所

加 ⻄



警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名 警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名
姫 路 駅 前 ⼤ 塩
⼤ ⼿ 前 別 所
姫 路 駅 南 御 国 野
城 南 東 ⼭
神 ⽥ ⽩ 浜
岡 町 妻 ⿅
飾 ⻄ 飾 磨 東
書 写 ⼿ 柄
⽥ 寺 清 ⽔
⼋ 代 宮
野 ⾥ 井 ノ ⼝
野 ⾥ 駅 前 今 宿
仁 豊 野 思 案 橋
京 ⼝ 英 賀 保 駅 前
天 神 前 家 島
花 ⽥ 的 形
林 ⽥ ⼋ ⽊
豊 富 坊 勢
豊 国 新 在 家
⾹ 寺 本 町
⻄ 脇 浜 ⽥
伊 勢 吉 美
置 本 網 ⼲ 駅 前
杉 之 内 東 芝 前
前 之 庄 勝 原
⼭ 之 内 天 満
莇 野 広 畑
塚 本 ⼋ 幡
⼋ 重 畑 福 崎 駅 前
御 蔭 福 崎 東
⼭ ⽥ 市 川
船 津 粟 賀
末 広 寺 前
菅 ⽣ 上 ⼩ ⽥
安 志 ⻑ ⾕
狭 ⼾ 越 知 ⾕
⾼ 砂 駅 前 ⼤ ⼿
荒 井 本 ⿓ 野 駅 前
伊 保 ⻄ 構
⽶ ⽥ 神 部
阿 弥 陀 斑 鳩
曽 根 太 ⽥
北 浜 新 宮

網 ⼲ 交 番

福 崎

交 番

駐 在 所

た つ の 交 番⾼ 砂 交 番

飾 磨

姫 路

交 番

駐 在 所

交 番

駐 在 所



警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名 警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名
御 津 ⾚ 穂 駅 前
佐 ⽤ 塩 屋
⼤ 住 寺 ⼤ 橋
⻄ ⿃ 井 有 年
誉 ⽥ 新 ⽥
中 垣 内 折 ⽅
住 吉 福 浦
半 ⽥ 御 崎
河 内 坂 越 駅 前
福 地 ⾼ ⾕
越 部 ⾼ 雄
⾹ 島 ⼭ 崎 中 央
東 栗 栖 安 積
⻄ 栗 栖 御 名
室 津 ⼾ 原
横 坂 ⾼ 下
平 福 ⼟ 万
上 ⽯ 井 上 牧 ⾕
福 吉 ⽥ 井
上 ⽉ 河 東
中 島 室
下 徳 久 千 草
中 三 河 染 河 内
末 広 三 ⽅
三 ⽇ ⽉ ⻄ 繁 盛
三 ⽇ ⽉ 東 安 賀
久 崎 上 野
相 ⽣ 駅 前 引 原
那 波 野 和 ⽥ ⼭ 駅 前
中 央 通 ⽣ 野 駅 前
丘 の 台 ⼋ ⿅ 駅 前
若 狭 野 市 場
上 郡 橋 宮 ⽥
上 郡 駅 前 ⽮ 名 瀬
科学公園都市 磯 部

⽮ 野 上 早 ⽥
中 野 加 都
梨 ヶ 原 ⽵ ⽥
⼋ 保 新 町
⾚ 松 朝 来
野 桑 ⽴ 野

⽯ ⽥
⻘ 倉

相 ⽣

交 番

駐 在 所

交 番

た つ の

交 番

南 但 ⾺

駐 在 所

駐 在 所

交 番

駐 在 所

⾚ 穂

宍 粟

交 番

駐 在 所



警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名 警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名
伊 佐 轟
宿 南 森 本
上 野 浜 坂 駅 前
養 ⽗ 湯
広 ⾕ 湯 ⾈
浅 野 ⾹ 住 駅 前
建 屋 久 ⾕
⼝ ⼤ 屋 栃 ⾕
⼤ 屋 諸 寄
⾨ 野 居 組
関 宮 井 ⼟
吉 井 桐 岡
熊 次 千 ⾕
⾼ 柳 川 会
豊 岡 駅 前 ⼩ 代
⽴ 野 福 岡
下 陰 佐 津
⽇ ⾼ 柴 ⼭
⼤ 橋 奥 佐 津
城崎温泉駅前 ⻑ 井

中 ⾕ 余 部
神 美 内 町
九 ⽇ 市 外 通
圡 渕 宇 ⼭
庄 境 由 良
野 上 安 乎
奈 佐 中 川 原
府 市 場 内 膳
上 ⽯ ⼤ 野
⼋ 代 千 草
道 場 都 志
栗 ⼭ ⿃ 飼
清 滝 広 ⽯
神 鍋 鮎 原
袴 狭 岩 屋
⼩ 坂 仮 屋
出 合 浦
佐 ⽥ 富 島
中 ⼭ 育 波
来 ⽇ 尾 崎
気 ⽐ 江 井
津 居 ⼭ 志 筑
⽵ 野

淡 路 交 番

駐在所豊岡

駐 在 所

豊 岡

駐 在 所南 但 ⾺

交 番

美 ⽅

交 番

駐 在 所

洲 本

交 番

駐 在 所



警察署 交番・駐在所 交番・駐在所名
野 島
⼭ ⽥
⼤ 町
中 ⽥
塩 ⽥
⽣ 穂
佐 野
⻘ ⽊
広 ⽥
福 良
⼋ ⽊
榎 列
掃 守
倭 ⽂
志 知
慶 野

湊
津 井
阿 那 賀
福 井
北 阿 万
阿 万 ⻄

灘

駐 在 所淡 路

南あわじ

交 番

駐 在 所



様式第１号（第５の１の⑴関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地域ふれあいの会運営に関するファイル 

行政機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

地域部地域企画課 

県下46警察署地域課（別表のとおり） 

個人情報ファイルの利用目的 委嘱及び保険加入手続きのため 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所・電話番号、５職業、

６所属団体 

記録範囲 地域ふれあいの会委員として委嘱を受けた者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

     及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 

― 

 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

条例要配慮個人情報の規定なし 

備   考  



様式第１号（第５の１の⑴関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 非常通報装置の設置に関するファイル 

行政機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

地域部通信指令課 

個人情報ファイルの利用目的 迅速かつ的確な初動警察活動を行うため 

記録項目 

１設置施設(1)所在地(2)名称(3)電話番号、２運用責任者(1)住所

等(2)氏名(3)非常の場合の連絡先(4)役職(5)年齢、３機器の形

式、４施工業者、５保守業者、６通報内容、７接続電話番号、８

連絡電話番号、９運用開始予定日 

記録範囲 非常通報装置設置承認申請書の申請者 

記録情報の収集方法 申請の受理者による入力 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

     及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 

― 

 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

条例要配慮個人情報の規定なし 

備   考  



様式第１号（第５の１の⑴関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 １１０番アプリシステムによる通報の受理に関するファイル 

行政機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

地域部通信指令課 

個人情報ファイルの利用目的 迅速かつ的確な初動警察活動を行うため 

記録項目 

１受理者、２管轄、３件名、４受付番号、５受付日時、６発生時

刻、７都道府県、８住所、９目標物、10言語、11関係、12けが人

(有無)、13救急車(要不要)、14救急車が必要な人数、15携帯情報

(機種、ＯＳ)、16位置情報(緯度、経度、誤差)、17事前登録内容

(1)名前(2)性別(3)年齢(4)電話番号(5)メール(アドレス)、(6)自

宅住所(7)言語(8)その他(障害の状況等)、18経過、19受信画像 

記録範囲 110番アプリシステムによる通報をした者及びその受理者 

記録情報の収集方法 通報者及び受理者による入力又は自動取得 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

     及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

条例要配慮個人情報の規定なし 

備   考  



様式第１号（第５の１の⑴関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 １１０番通報の受理に関するファイル 

行政機関等の名称 兵庫県警察本部長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

地域部通信指令課 

個人情報ファイルの利用目的 迅速かつ的確な初動警察活動を行うため 

記録項目 

１事案番号、２事案名、３事案内容、４受理日時、５受理者、６

発生日時、７発生場所、８管轄署、９通報場所、10通報者(1)氏名

(2)氏名(3)電話番号(4)年齢(5)国籍、11指令時刻、12指令者、13

現場到着時刻、14現場到着者、15状況、16処理結果、17擬律者 

記録範囲 １１０番通報の通報者・関係者、受理者・指令者及び対応者 

記録情報の収集方法 １１０番通報の受理者又は対応者による聴取 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）兵庫県警察本部総務部県民広報課県民情報センター 

     及び県下46警察署警務課（別表のとおり） 

（所在地）〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

     及び県下46警察署所在地（別表のとおり） 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

― 

 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 

― 

 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

条例要配慮個人情報の規定なし 

備   考  

 


